
情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

　

通
学
路
の
安
全
確
保
の
た
め
踏
切
道
を
拡
幅
し
ま
す
。
工
事
は
お
お
む
ね

夜
間
に
行
い
、
作
業
中
は
踏
切
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
通
行

止
め
期
間
は
、看
板
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
工
期　

平
成
23
年
3
月
14
日
ま
で
（
予
定
）

　

国
民
年
金
か
ら
は
、
65
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
、
不
慮
の
事
故

の
た
め
の
障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
て
国
民
の
暮
ら
し
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

山
陽
電
鉄
大
中
踏
切
道
の

拡
幅
工
事
の
お
知
ら
せ

▼
問
合
せ　

土
木
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
０
７
９
（
４
３
５
）
０
５
９
２

障
害
基
礎
年
金

　

障
害
基
礎
年
金
は
、
障
害
の
原

因
と
な
っ
た
病
気
や
ケ
ガ
の
初
診

日
が
国
民
年
金
に
加
入
中
あ
る
い

は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
間
に
あ

る
方
が
、
一
定
の
障
害
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
額
は
、
障
害
の
程
度
が
一
級

の
と
き
が
99
万
100
円
（
平
成
22
年

度
価
格
・
年
額
・
以
下
同
じ
）、
そ

れ
よ
り
軽
い
程
度
の
二
級
の
と
き

が
79
万
２
千
100
円
で
す
。
ま
た
、

障
害
基
礎
年
金
に
は
子
（
生
計
を

維
持
さ
れ
て
い
る
18
歳
到
達
年
度

の
末
日
ま
で
の
子
ま
た
は
20
歳
未

満
で
１
級
・
２
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
子
・
以
下
同
じ
）
の
加
算

額
が
あ
っ
て
、
そ
の
額
は
１
人
に

つ
い
て
７
万
５
千
900
円
（
た
だ
し
、

２
人
目
ま
で
は
１
人
に
つ
い
て
22

万
７
千
900
円
）
で
す
。

遺
族
基
礎
年
金

　

遺
族
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金

に
加
入
中
あ
る
い
は
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
間
に
亡
く
な
っ
た
と
き

に
、
亡
く
な
っ
た
方
に
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た
子
の
あ
る
妻
ま
た

は
子
に
支
給
さ
れ
ま
す
（
子
に
つ

い
て
は
年
齢
な
ど
の
条
件
が
あ
り

ま
す
）。
年
金
額
は
、
子
が
１
人
の

妻
に
支
給
さ
れ
る
と
き
が
102
万
円
、

１
人
の
子
だ
け
に
支
給
さ
れ
る
と

き
が
79
万
２
千
100
円
で
す
。
ま
た
、

子
が
２
人
以
上
の
と
き
に
は
、
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
障
害
基
礎
年
金

と
同
様
の
加
算
が
行
わ
れ
ま
す
。

年
金
受
給
の
た
め
の
条
件

　

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
初
診
日

な
ど
（
障
害
基
礎
年
金
で
は
初
診

日
、遺
族
基
礎
年
金
で
は
死
亡
日
・

以
下
同
じ
）
の
あ
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
」
の
う
ち
、

３
分
の
２
以
上
の
期
間
が
、
①
保

険
料
を
納
め
た
期
間
ま
た
は 

②
保

険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ
る

と
い
う
「
保
険
料
の
納
付
要
件
（
３

分
の
２
要
件
）」
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
期
間
」
は
、
原
則
と

し
て
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で

の
期
間
で
す
が
、
海
外
に
在
住
し

て
い
る
期
間
や
、
厚
生
年
金
な
ど

か
ら
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
期

間
は
除
か
れ
ま
す
。

※
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
や
、
第

三
号
被
保
険
者
の
期
間
は
、「
保
険

料
を
納
め
た
期
間
」
と
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
３
分
の
２
要
件
」
を
満

た
せ
な
く
と
も
、
平
成
28
年
３
月

ま
で
に
65
歳
未
満
で
初
診
日
な
ど

が
あ
る
場
合
、
初
診
日
な
ど
の
あ

る
月
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
の

全
て
の
期
間
が 

①
保
険
料
を
納
め

た
期
間
ま
た
は 

②
保
険
料
を
免
除

さ
れ
た
期
間
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
遺
族
基
礎
年
金
は
、
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
ま

た
は
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格
期
間

を
満
た
し
た
方
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に
も
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の

と
き
は
前
記
の
保
険
料
納
付
用
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
自
分
が
、
保
険
料
納
付
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
ご
心

配
な
方
や
国
民
年
金
の
詳
細
を
お

知
り
に
な
り
た
い
方
は
、
保
険
年

金
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
年
金
事
務
所

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

厚
生
年
金
の
加
入
者
は

　

障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基
礎
年

金
は
、
厚
生
年
金
の
加
入
者
に
も

支
給
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
年
金
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
年
金
の
相
談
に
つ
い
て

は
、
電
話
に
よ
る
「
ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
」
を
利
用
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
こ
れ
を
利
用
す
る
と
、

一
般
の
固
定
電
話
の
場
合
、
接
続

先
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
内
通
話
料

金
の
み
で
利
用
で
き
ま
す
。

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５

　
▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

加
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

※
年
金
の
こ
と
、
も
っ
と
詳
し
く

知
り
た
い
方
は
、
日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

http://w
w

w
.nenkin.go.jp/

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

　
　
　
　
　

加
古
川
年
金
事
務
所　

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

 
国
民
年
金

ご
存
知
で
す
か 

国
民
年
金
に
は

障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基
礎
年
金
が
あ
り
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険

の
高
齢
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り

ま
す
。
対
象
者
に
は
７
月
下
旬
に

新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

８
月
か
ら
医
療
機
関
に
か
か
る
と

き
は
、
必
ず
窓
口
で
新
し
い
受
給

者
証
と
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

同
一
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
平
成
22

年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の
方
は
、

国
民
健
康
保
険
入
院
時
一
部
負
担

金
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
申
請
書
の
提
出
に
よ
り
、

認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

入
院
時
の
医
療
費
や
食
事
代
の

負
担
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
、
高
齢
受
給

者
証
、
印
鑑

 

70
歳
未
満
の
人
が
入
院
す
る

時
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

70
歳
未
満
の
人
が
入
院
し
た
時

は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医

療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と

で
、
窓
口
で
の
支
払
額
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
は
、
申
請
に
よ
り

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
国
民
健

康
保
険
税
を
滞
納
さ
れ
て
い
る
世

帯
に
は
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。（
住
民
税
非
課
税
世
帯
に

該
当
す
る
人
に
は
、
入
院
中
の
食

事
代
の
減
額
を
兼
ね
た
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
交
付
し
ま
す
）

　

ま
た
、
す
で
に
認
定
証
を
お
持

ち
の
人
は
、
有
効
期
限
が
平
成
22

年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
引
き
続
き
ご
希
望
で
あ

れ
ば
再
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
を

お
忘
れ
な
く

　

申
告
さ
れ
た
所
得
に
よ
っ
て
、

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

や
、
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
被
保
険

者
の
方
は
、
必
ず
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
確

定
申
告
か
、
町
県
民
税
の
申
告
を

さ
れ
て
い
る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

※
収
入
が
な
か
っ
た
方
も
、
必
ず

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

※
所
得
の
申
告
に
つ
い
て
は
税
務

グ
ル
ー
プ
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

税
務
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

 

国
民
健
康
保
険

８
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
が

新
し
く
な
り
ま
す
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広報はりま 22.8



●
わ
く
わ
く
の
森
支
援
セ
ン
タ
ー
（
南
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
０
７
９
（
４
３
７
）
４
１
８
８

●
ニ
コ
ニ
コ
の
森
支
援
セ
ン
タ
ー
（
北
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
０
７
８
（
９
４
４
）
０
７
１
７

●
福
祉
グ
ル
ー
プ
　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

播
磨
町
で
子
育
て
し
よ
う

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

父
子
家
庭
に
も
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

平
成
22
年
８
月
分
の
手
当
か
ら
、

父
子
家
庭
に
も
児
童
扶
養
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。（
平
成
22
年
８
～

11
月
分
の
手
当
の
振
り
込
み
は
、

同
年
12
月
で
す
）

　

手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
申

請
が
必
ず
必
要
で
す
の
で
、
支
給

要
件
に
該
当
し
て
い
る
人
は
平
成

22
年
11
月
30
日
㈫
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
22
年
11
月
30
日
㈫
を
過
ぎ

る
と
手
当
の
支
給
は
申
請
の
あ
っ

た
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

●
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
（
ひ

と
り
親
家
庭
）
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
促
し
、
児
童
の
福
祉
の
た

め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▼
手
当
月
額　

認
定
請
求
す
る
人

の
所
得
に
応
じ
て
手
当
額
が
変
動

し
ま
す
。

　

児
童
１
人
の
場
合
、
全
部
支
給

月
額
４
万
１
千
720
円
。
一
部
支
給

月
額
４
万
１
千
710
円
～
９
千
850
円
。

　

児
童
２
人
目
は
、
月
額
５
千
円

が
加
算
さ
れ
ま
す
。
児
童
３
人
目

以
降
は
、
１
人
月
額
３
千
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

▼
手
当
の
振
込
月

毎
年
４
月
、
８
月
、
12
月
に
そ
れ

ぞ
れ
前
月
ま
で
の
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す

※
支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

ご
存
知
で
す
か
？

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
、
精
神
ま
た
は
知
的
に
障

害
の
あ
る
、
20
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
す
る
父
や
母
、
ま
た
は
父
母

に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
現
況
届
等
の
提

出
を
忘
れ
ず
に

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

方
は
、「
現
況
届
」
を
８
月
２
日
㈪

～
31
日
㈫
ま
で
の
間
に
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

「
所
得
状
況
届
」
を
８
月
11
日
㈬
～

9
月
10
日
㈮
ま
で
の
間
に
、
提
出

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
該

当
者
に
は
通
知
し
ま
す
の
で
、
受

付
期
間
内
に
、
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

こ
の
届
を
期
限
内
に
提
出
さ
れ

な
い
と
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が

受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

▼
対
象　

町
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
16
歳
以
上
で
、
１
歳
以
上
６

歳
未
満
の
幼
児
２
人
以
上
を
養
育

さ
れ
て
い
る
方

▼
利
用
期
間　

１
年
間

▼
募
集
人
員　

20
人

▼
費
用　

無
料

▼
利
用
条
件

・
同
乗
す
る
幼
児
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
着
用
が
必
要

・
事
故
な
ど
で
発
生
し
た
損
害
に

か
か
る
賠
償
は
利
用
者
負
担
で
利

用
者
責
任
（
傷
害
保
険
は
利
用
者

負
担
）

・
自
転
車
の
返
却
又
は
利
用
期
間

の
更
新
に
際
し
て
は
、
利
用
者
負

担
に
よ
る
点
検
整
備
を
行
う

・
自
転
車
の
盗
難
な
ど
の
弁
償
に

か
か
る
費
用
は
、
利
用
者
負
担

　

ま
た
、
自
転
車
の
安
全
運
転
の

意
識
向
上
の
普
及
啓
発
と
し
て
、

交
通
安
全
講
習
を
受
講
す
る
こ
と

や
啓
発
事
業
へ
の
協
力
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

▼
申
込
み　

８
月
16
日
㈪
～
９
月

３
日
㈮
ま
で
に
、
申
請
書
を
福
祉

グ
ル
ー
プ
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
申
請

書
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

　

平
成
21
年
7
月
か
ら
、
兵
庫
県
道
路
交
通
法
規
則
改

正
に
よ
り
、
安
全
基
準
を
満
た
し
た
自
転
車
に
限
っ
て

３
人
乗
り
自
転
車
（
幼
児
２
人
同
乗
用
）
が
認
め
ら
れ
、

幼
児
２
人
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
３
人
乗
り
自
転
車
」
は
一
般
の
自

転
車
よ
り
割
高
と
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
普
及
が
進
ん

で
い
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
播
磨
町
で
は
「
３
人
乗
り
自
転
車
」
普
及

啓
発
の
た
め
に
「
ま
ず
安
全
性
を
体
感
し
て
も
ら
う
」

こ
と
か
ら
、
３
人
乗
り
自
転
車
試
乗
モ
ニ
タ
ー
を
、
２

回
に
わ
た
り
６
ヵ
月
間
普
及
啓
発
を
進
め
て
き
ま
し
た

が
、
長
期
的
な
交
通
安
全
意
識
の
普
及
と
あ
わ
せ
て
子

育
て
支
援
の
観
点
か
ら
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
へ
移
行
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

　

播
磨
町
で
は
、
平
成
21
年
４
月

以
降
に
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
が
い

る
す
べ
て
の
家
庭
を
対
象
に
、「
こ

ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事
業
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

生
後
４
ヵ
月
ま
で
に
地
域
の
民

生
委
員
児
童
委
員
と
主
任
児
童
委

員
が
訪
問
し
、
育
児
に
関
す
る
お

話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、

子
育
て
に
関
す
る
情
報
を
お
届
け

し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
取
り

組
み
を
通
し
て
子
育
て
中
の
家
庭

を
支
援
し
、
地
域
で
の
日
常
的
な

交
流
の
き
っ
か
け
つ
く
り
な
ど
を

行
い
ま
す
。

　

対
象
家
庭
に
は
、
事
前
に
町
か

ら
案
内
通
知
を
送
付
し
、
お
お
む

ね
生
後
４
ヵ
月
ま
で
に
訪
問
す
る

予
定
で
す
。

　

平
成
21
年
７
月
か
ら
訪
問
開
始

し
て
、
３
月
ま
で
に
245
件
の
赤

ち
ゃ
ん
の
い
る
ご
家
庭
に
訪
問
し

ま
し
た
。

子育てを漢字１文字で
表すとしたら…

大北智子さん（主任児童委員）より

「笑」　子育て中は大変なことが多い中
笑顔を忘れないためにも、笑うこ

とは活力があふれる。子育てを笑顔で楽しん
で!!

田中喜美子さん（主任児童委員）より

「癒」　子どもたちのいろいろな言葉や
行動で心が和むことが多いです。

募集中！　あなたのイメージは、どんな漢字で
しょうか？
福祉グループ　�０７９（４３５）０８３１
〒675-0182　播磨町東本荘１丁目５番30号

bbbbbbb
  北部子育て支援センター  

１歳児講座「イヤイヤなんてこわくない！」
　自我が芽生えてくると必ずやってくる『イヤイヤ期』。

『イヤイヤ期』を乗り越えるにはどうしたらいいのでしょ
う。みんなで一緒に考えませんか？
▶日時　９月６日（月）　10：00～11：30
▶場所　北部子育て支援センター

※駐車場が少ないので、徒歩、自転
車でお越しください。

▶対象　１歳児（平成20年４月～21
年３月生まれ）の子どもの保護者
▶講師　新谷 敦子先生（臨床心理士）
▶定員　先着30人

※この講座は母子分離での受講となります。託児を希
望される方は申し出てください。（託児定員　先着20
人）

▶申込み・問合せ　８月２日（月）午前９時から北部子育
て支援センターで受け付けます

　北部子育て支援センター　☎０７８（９４４）０７１７

訪問をしてみて…
（民生委員児童委員さんのつぶやき）

●最近は赤ちゃんとふれあうこともな
かったけど、赤ちゃんと出会えてよ
かったです

●とってもすてきな笑顔でお話ができ
ました

●不安に思われていること、少しでも
解消してあげられたかな…

●お母さんとお話ができるきっかけが
できました

赤
ち
ゃ
ん
を
地
域
で
見
守
る

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事
業

～
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
や
赤
ち
ゃ
ん
を
見
か
け
た
ら

　

温
か
い
目
で
見
守
り
笑
顔
で
地
域
へ
迎
え
ま
し
ょ
う
。
～

▼
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

３
人
乗
り
（
幼
児
２
人
同
乗
用
）
自
転
車
の

　
　
　
　
　

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
始
め
ま
す
！

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

福
祉
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

12
広報はりま 22.8

13
広報はりま 22.8
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